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１　はじめに
　内閣に設置された機関である知的財産戦略本部が
2019年6月21日に決定した「知的財産推進計画２０１９」（1）

では、知的創造サイクルを柱として知的財産立国の実
現を目指してきた「これまで」の知財戦略、知的財産
立国を基盤として価値デザイン社会の実現を目指す
「これから」の知財戦略、及び「これから」に向けた
移行戦略の全体像が示されています。その全体像で

は、「知的創造サイクル」から「価値デザインサイク
ル」への移行が示されていますが、当面の施策の重点
として挙げられている「知財創造保護基盤の強化」、
「模倣品・海賊版対策の強化」などの実現には、日本
国内はもちろん日本国外における特許、商標及び意匠
の制度を活用した知的財産の保護が引き続き重要な要
素となることに変わりはないと考えられます。
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《表１：PCT・マドプロ・ハーグの制度概要（※加盟国数は2019 年 6月時点、マドプロ及びハーグは政府間機関を含む）》

《図１：ＰＣＴ出願・マドプロ出願・ハーグ出願の手続き》

※１基礎出願なしの国際出願も可
※２国際事務局への出願も可

※３基礎出願または基礎登録がされている
　　本国官庁（日本特許庁）へ出願

※４基礎出願なしの国際出願も可
※５日本特許庁への間接出願も可
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定書、マドリッドプロトコル）

標章の国際登録に関する
マドリッド協定の議定書

・国際出願時に国を指定
　（自国指定不可、事後指定可）
・更新手続はWIPOで一括

・国際出願時はみなし全指定
　（自己指定（自国指定）可）
・年金（登録料）の各国で手続

国際出願時と
登録後（更新）
における特徴

・国際出願時に国を指定
　（自国指定可、事後指定不可）
・更新手続はWIPOで一括

（b）マドプロ出願（a）ＰＣＴ出願 （c）ハーグ出願
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　そこで、本稿では、特許、商標及び意匠の権利を外
国で取得する際に考慮すべき制度である「国際出願制
度」について、特許協力条約（ＰＣＴ：Pa t e n t 
Cooperation Treaty）を中心に、様々な観点からの比
較に基づいて活用状況を分析します。

２　国際出願制度とは
　国際出願制度は、特許、商標及び意匠について世界
で通用する１つの権利を付与するものではなく、基本
概念や保護の効果は下記のとおりとなっています（2）。
また、制度の概要（表１参照）や手続きの流れ（図１参照）

にも様々な違いがあります（3）。

・基本概念
ＰＣＴ：　包括的な各国への出願手続制度
マドプロ：本国における商標登録の他の加盟国への領
　　　　　域拡大
ハーグ：　国際的な出願・登録制度

・保護の効果
ＰＣＴ：　各国に同時に出願したことと同じ効果を与
　　　　　える
マドプロ：各指定国での審査結果が登録となった場合、
　　　　　国際登録日の国内出願と同等の保護を付与
ハーグ：　国際登録の日から、各指定国に出願してい
　　　　　たと同様の出願の効果が与えられる
　　　　　各指定国での審査結果が登録となった場合、
　　　　　国内法に基づく保護の付与の効果が与えら
　　　　　れる

３　ＰＣＴ出願の活用状況
　３つの国際出願制度（ＰＣＴ、マドプロ、ハーグ）のな
かで最も広く活用されているのがＰＣＴです。近年、
日本のＰＣＴ出願件数は増加を続けており（図２参

照）、冒頭で紹介した「知的財産推進計画２０１９」にお
いては「増加し続けている国際特許出願について、適
時に国際調査報告を作成できるよう、特許審査体制を
整備する。」（1）とあります。
　その日本を大きく上回るペースでＰＣＴ出願の件数
が増加しているのが中国で、２０１７年には日本を抜い
て世界２位となり、このまま増加が続けば米国を抜い
て１位になる勢いです。なお、内国人による自国への
特許出願件数については、中国は日本と米国をすでに
圧倒しています（表２参照）。

《図２：ＰＣＴ出願の件数推移》

《表２：内国人による自国への特許出願の件数推移》
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※図２～３及び表２～３は、出典（４）のデータ（2019 年 6 月時点）
　及び出典（５）の 2013 ～ 2017 年版に基づいて作成
※図３及び表３では、欧州、ユーラシア等の広域特許を加盟国数
　に関係なく１件としてカウント

※出典（４）の各国データにおける「Resident」の件数
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《表３：ＰＣＴ国内移行出願の件数推移》

※上段は自国以外への移行、下段は自己指定した自国への移行
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《図３：自国外への特許出願（台湾出願を含む）の件数推移》
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　しかしながら、加盟国へ同時に出願したことと同じ
効果を得ていながらも、中国のＰＣＴ出願は国内移行
が少なく（表３参照）、自国外への特許出願件数全体で見
ても、日本や米国とは大きな差があります（図３参

照）。ＰＣＴに関する統計では、国際出願から国内移
行までの期間（多くの出願で18か月以内）を考慮する必
要があり、近い将来に状況が変化する可能性も考えら
れますが、これまでのところは、日本や米国と比べ
て、中国ではＰＣＴの国内移行が積極的ではない現状
が推察されます。
　日本では、日本人による国内出願の件数については
減少～横ばいの傾向が長期的に続いており（表２参

照）、日本人と外国人による出願の合計件数は３１３,５６７
件（2018年）となっています（6）。その一方で、自国外へ
の特許出願については、２０１４年以降は米国を下回る
年が続いているものの、２１万件前後で推移してお
り、国内出願とは傾向が異なっています（図３参照）。
また、自国へのＰＣＴ国内移行出願は増加が続いてお
り（表３参照）、①基礎出願なしで直接ＰＣＴ出願をす
るケース、②ＰＣＴ出願の自己指定を国内優先権主張
出願と同じ位置づけで用いるケースなどでＰＣＴの特
徴が活用されていると考えられます。
　また、自国外への特許出願にはＰＣＴ出願と直接出
願（パリルート）がありますが、図４から分かるよう
に、日本からの外国出願は国による使い分けの傾向が
見受けられます。具体的には、出願件数が多い国（米
国、中国等）では直接出願の割合が高く、出願件数が

比較
※図４及び表４～６は、出典（４）のデータ（2019 年 6月時点）
　に基づいて作成
※表４～５の（　）内は 2013 ～ 2017 年における割合
※表６の（　）内は 2016 年の割合

※各国データの上部に示す数値は、当該国への直接出願とＰＣＴ国内移行出願の合計件数

《表４：日本からの特許出願における
ＰＣＴ国内移行出願の利用度（2017 年：出願件数）》

PCT国内移行／全体 PCTの割合

米国 33,270 ／ 86,113

22,470 ／ 40,908

15,069 ／ 21,755

10,344 ／ 15,043

39%（35～ 39%）

55%（52～ 55%）

69%（68～ 70%）

69%（66～ 69%）

中国

欧州

韓国

《表５：日本からの商標出願における
マドプロ出願の利用度（2017 年：区分数）》

マドプロ出願／全体 マドプロの割合

米国 3,546 ／ 7,857

3,805 ／ 20,651

2,915 ／ 5,920

2,733 ／ 7,105

45%（39～ 47%）

18%（19～ 21%）

49%（44～ 52%）

38%（33～ 40%）

中国

欧州

韓国

《表６：日本からの意匠出願における
ハーグ出願の利用度（2017 年：意匠数）》

ハーグ出願／全体 ハーグの割合

米国 292／ 2,559

（未加盟）／ 3,756

856 ／ 3,539

192 ／ 1,500

11%（11%）

（未加盟）

24%（24%）

13%（15%）

中国

欧州

韓国

《図４：日本からの特許出願上位 11か国における直接出願とＰＣＴ国内移行出願の割合（2017 年）》
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比較的少ない国（カナダ、ブラジル等）ではＰＣＴ出願
の割合が高い傾向にあることがわかります。
　ＰＣＴを活用するメリットには、①出願国（移行国）決
定の先延ばし、②翻訳文提出の先延ばし（①②のいず
れも、最初の出願から30か月までが原則）等があります
が、優先期間内（最初の出願から12か月以内）に特許を
取得する国を決定し、必要な翻訳文も準備できる場合
（日本語の明細書等で出願日を確保し、後日の翻訳文提

出が可能な国もあり）には、直接出願を選択することで
ＰＣＴ出願に係るコストを削減することができます。
日本からドイツへの出願では直接出願の割合が高くな
っていますが、早期の出願国決定が可能で、かつコス
ト面を優先してＰＣＴ出願を利用しなかったケースが
多く含まれていると推察されます。なお、台湾はＰＣ
Ｔ未加盟のために直接出願の割合が１００％となってい
ます。
　このように、日本では、直接出願（パリルート）と使
い分けつつＰＣＴは盛んに活用されています（図２及び

表４参照）。そのようなＰＣＴと比べると、マドプロや
ハーグは、出願件数等（表５～６及び図５～６参照）のデ
ータからは、活用が広がる途上にあると考えられま
す。

４　おわりに
　本稿ではＰＣＴのデータを中心に紹介しましたが、
日本特許庁や世界知的所有権機関（WIPO）からは種々
の資料が日本語、英語等で提供されており、各制度を
詳しく知ることができます。下記URLの記事では、２０

１９年７月１日施行のＰＣＴ規則の改正等に関する情
報とあわせて、各種資料、統計、データベース、その
他の関連記事等へのリンクを提供しております。
　https://www.soei.com/?p=16521
　本稿及び関連記事等が、国際出願制度を理解するた
めの一助になれば幸いです。

【出典】※いずれもインターネット上で入手またはアクセス可能
（１）日本・知的財産戦略本部「知的財産推進計画２０１９」
　　概要・本文・工程表

（２）日本特許庁「平成30年度知的財産権制度説明会（実務
　　者向け）：意匠の国際登録制度（ハーグ制度）につい
　　て（手続編）」

（３） 例えば、日本特許庁「特許庁各種パンフレット一覧：
　　海外での権利取得に関すること」

（4） 世界知的所有権機関「WIPO IP Statistics Data 　　
　　Center ／ WIPO statistics database」

（5） 台湾智慧財産局「Annual Report」

（6） 日本特許庁「特許庁ステータスレポート2019」 

◎この記事に関するお問い合わせ先：
　知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp

◎最新情報・バックナンバー：
［知財・法律トピックス］
　https://www.soei.com/blog/category/column/

［季刊創英ヴォイス］
　https://www.soei.com/publication/soei_voice/

知財情報戦略室

《図５：マドプロ出願の件数推移》 《図６：ハーグ出願の件数推移》

※図５～６は、出典（４）のデータ（2019 年 6月時点）に基づ
　いて作成
※図５では、出典（４）のMadrid「2b - Applications by 
　country of holder (by filing date)」の指標を利用

※図６では、出典（４）のHague「1 - Applications by origin」
　の指標を利用し、データどおりに加盟前の日本及び米国、
　非加盟国の中国の件数を示している
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